
24  申告所得税

 ２－２    

（１）  所得者別人員

内

短 期 譲 渡
人 人 人 人

内 46             外 639        外 1            

70 万円以下 1,363            101               1,650            221               
100   〃 2,632            135               2,794            38                
150   〃 5,989            347               11,040          31                
200   〃 6,814            276               14,005          26                
250   〃 7,351            264               14,844          15                

300   〃 6,821            225               11,537          7                  
400   〃 10,462          340               16,878          11                
500   〃 6,082            189               11,991          22                
600   〃 3,067            132               8,872            4                  
700   〃 1,689            86                7,058            9                  

800   〃 865               38                5,436            2                  
1,000   〃 925               37                6,684            5                  
1,200   〃 443               16                4,109            7                  
1,500   〃 349               4                  3,700            4                  
2,000   〃 327               5                  3,227            6                  

3,000   〃 364               1                  2,212            4                  
5,000   〃 280               -                  1,336            5                  
5,000 万円超 163               -                  459               6                  

（注）　1　総数欄の内書は、変動所得又は臨時所得の平均課税の適用を受けた者の人員

　　     2 外書は、損失額のある者の人員  

                   

                   

用語の説明  ：

7                 
2                 
1                 

変動所得及び臨時所得の平均課税とは、所得税の納税義務者に変動所得（漁獲から生ずる所得、原稿又は作
曲の報酬、著作権の使用料による所得）又は臨時所得（職業野球選手の契約金等で臨時に発生する所得）がある
場合の税額計算上の特別な方法である。変動所得の金額は、年により著しく変動しがちであり、臨時所得の金額は
数年間分に見合う所得の金額が特定の時期に一括して支払われる性質のものであるので、これらの所得は、毎年
ほぼ平均して所得の発生する者と比較すると累進税率の関係から不均衡が生ずる。この面を調整するため一定の
条件に該当する変動所得又は臨時所得を有する納税義務者については、その納税義務者の選択により、特別な
税額の計算が認められている。

調査時点 ： 平成14年3月31日
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調査対象 ： 平成13年分の申告所得税について、申告又は処理（更正、決定等）による納税額がある者
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8,833              
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4,053              
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18,583            
27,680            
18,262            
12,071            

17,376            
21,095            
22,459            

3,114              
5,561              

806              
300              

総 数

区 分
営業等所得者

譲 渡 ・ 山 林 所 得 者

その他所得者 山 林農 業 所 得 者 譲 渡

127,832         423               

納 税 者
総 数

人

186,014           

人

6,468            

所 得 階 級 別 人 員

（2）  所得階級別人員の構成比較図

2,196            55,986           
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総        数

営業等所得者

農業所得者

その他所得者

100万円以下 500万円以下200万円以下 1,000万円以下 1,000万円超
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（３）  青色申告者

70 万円以下

100   〃
150   〃
200   〃
250   〃

300   〃
400   〃
500   〃
600   〃
700   〃

800   〃
1,000   〃
1,200   〃
1,500   〃
2,000   〃

3,000   〃
5,000   〃
5,000 万円超

調査時点 ： 平成14年3月31日
用語の説明  ：

（４）  累年比較

平成9年分 平成10年分 平成11年分 平成12年分 平成13年分 平成9年分 平成10年分 平成11年分 平成12年分 平成13年分
人 人 人 人 人 ％ ％ ％ ％ ％

225,222 167,714 195,906 192,488 186,014 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

70 万円以下 3,961 296 3,386 3,404 3,114 1.8 0.2 1.7 1.8 1.7
100   〃 6,625 1,535 5,879 5,749 5,561 2.9 0.9 3.0 3.0 3.0
150   〃 18,147 8,880 17,235 17,226 17,376 8.1 5.3 8.8 8.9 9.3
200   〃 22,610 15,098 21,532 21,725 21,095 10.0 9.0 11.0 11.3 11.3
250   〃 25,043 15,707 23,112 23,062 22,459 11.1 9.4 11.8 12.0 12.1

300   〃 22,266 16,741 19,670 19,263 18,583 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0
400   〃 34,658 28,115 29,513 28,507 27,680 15.4 16.8 15.1 14.8 14.9
500   〃 24,660 20,797 20,024 19,086 18,262 10.9 12.4 10.2 9.9 9.8
600   〃 16,602 14,491 13,217 12,752 12,071 7.4 8.6 6.7 6.6 6.5
700   〃 11,623 10,189 9,391 9,128 8,833 5.2 6.1 4.8 4.7 4.7

800   〃 8,053 7,413 6,955 6,593 6,339 3.6 4.4 3.6 3.4 3.4
1,000   〃 9,685 8,900 8,121 8,041 7,646 4.3 5.3 4.1 4.2 4.1
1,200   〃 5,589 5,243 4,812 4,801 4,568 2.5 3.1 2.5 2.5 2.5
1,500   〃 5,065 4,571 4,370 4,294 4,053 2.2 2.7 2.2 2.2 2.2
2,000   〃 4,424 4,078 3,783 3,720 3,559 2.0 2.4 1.9 1.9 1.9

3,000   〃 3,318 2,960 2,640 2,764 2,577 1.5 1.8 1.3 1.4 1.4
5,000   〃 2,030 1,896 1,597 1,653 1,616 0.9 1.1 0.8 0.9 0.9
5,000 万円超 863 804 669 720 622 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3

調査時点 ： 各年分とも翌年3月31日
関連表 ： 2‐2(1) 所得者別人員

総 数

940                         21,159                     

426                                         341                         9                            76                          

4,024                                      

8,432                                      
6,045                                      

845                         

3,414                      

51,580                                     29,481                     

4,962                                      

総 数

15                          

194                         

657                         26                          
2,570                                      
1,494                                      
1,299                                      

構 成 比

2,600                      70                          732                         
3,354                      102                         

111                         1,437                      
5,479                      

152                         

1,145                      
3,681                      

青色申告とは、納税義務者が一定の帳簿に正確な記帳をして、これに基づいて正確な申告と適正な納
税をすることを目的として設けられている制度である。青色申告が認められているのは事業所得、不動産所
得及び山林所得であり、青色申告の承認を受けた者には税務計算上種々の特典や特別な取扱いを受け
ることになっている。

106                         1,338                      

区 分
人 員

青 色 申 告 納 税 者

人

1,012                                      
3,402                                      
4,601                                      
5,125                                      

営 業 等 所 得 者 農 業 所 得 者 そ の 他 所 得 者

人 人 人

2,759                      
2,449                      

1,980                      83                          1,961                      
3,486                      110                         

929                         

730                         32                          1,808                      
1,121                      13                          360                         

290                         4                            1,005                      

1,315                      

2,872                                      

1,998                                      

1,191                      60                          1,621                      

1,228                                      

区 分

176                         

344                         1                            653                         
274                         

295                         4                            

336                                         160                         
-                            482                         
-                            

998                                         
756                                         
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